
質 問 回 答 書 
 

令和６年度「空き家コーディネーター」業務委託 

 

質問１．資格要件についての確認です。 

 （２）会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律、特定非営利活動促進法、その他法

律に基づき設立された、宅地建物取引その他の不動産取引・賃貸・管理に関

する事業、相続業務又はまちづくりの推進を図る活動を行う法人であること。 

 

 上記の記載がありますが、宅地建物取引その他の不動産取引・賃貸・管理に

関する事業、相続業務又はまちづくり・・・のうち、相続業務の前にある点

の意味は、「又は」「及び」でしょうか？ 

 

回答１． 
 「又は」という意味です。 
 
質問２．質問１においての回答が「又は」である場合、応募団体が直接、宅地

建物取引その他の不動産取引・賃貸・管理に関する事業、相続業務又はまち

づくりの推進を図る活動をしているのではなく、応募団体の会員が、当該業

務を行っている場合でも応募は可能でしょうか？ 

  

回答２． 
 説明書２ページ ２ 資格要件に記載のとおり、（１）～（６）のすべてを

法人として満たす必要があります。また、質問回答１８も御参照ください。 
 
質問３．現地調査の事業者・士業等と対処にあたる事業者・士業は同一の事業

者であって良いでしょうか。 

回答３． 
 説明書３ページ ４ 企画提案書の内容（３）イの専門家・協力事業者と

同ウの出張相談・専門家派遣の相談員・専門家は同一の者でも構いません。 
 
質問４．現地調査について、所有者に費用負担を請求することは仕様上可能で

しょうか。 

回答４． 
 出張相談・専門家派遣については、委託業務の内容に含まれるため、委託

業務内で生じた費用（交通費含む）は委託費用の中から受託者に負担してい



ただきます。 
 
質問５．対処する事業者に対して、運営する窓口から事業者の売り上げにつな

がる取り扱い物件を送客することになりますが、紹介手数料を請求すること

は仕様上可能でしょうか。 

回答５． 
 本委託業務で行う業務については、委託費用の中から受託者に負担してい

ただきます。 
 
質問６．窓口での告知等で、運営する事業者名（受託者）の表示・告知は可能

でしょうか、もしくは義務でしょうか。埼玉県窓口としての呼称、告知とな

りますでしょうか。 

回答６． 
 本委託業務については、埼玉県の委託業務になりますので、「空き家コーデ

ィネーター」の呼称にて告知いただきます。本業務の受託者として運営事業

者名を表示・告知することは可能です。 
 
質問７．相談を喚起する啓発活動の実施回数や施策の実施量などに取り決めや

目安はございますでしょうか。 

回答７． 
 業務委託仕様書５ページ ５ 委託業務の内容（８）イの広報活動への質

問として回答します。業務委託仕様書に記載のとおり、実施回数や施策の実

施量の取り決めはありません。なお、広報活動については、説明書４ページ 
 ４ 企画提案の内容（４）ウに記載のとおり企画提案書で提案してくださ

い。 
 
質問８．共同事業体での入札参加は可能でしょうか。可能な場合、参加申込に

必要な書類をご教示ください。 

回答８． 
 説明書２ページ ２ 資格要件（２）に記載のとおり、会社法、一般社団

法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律、特定非営利活動促進法、その他法律に基づき設立された、

宅地建物取引その他の不動産取引・賃貸・管理に関する事業、相続事業又は

まちづくりの推進を図る活動を行う法人であることが要件となります。受託

者（選定事業者）は１者を予定しているので、共同企業体等であっても上記

要件の１法人として資格要件すべてを満たすのであれば参加は可能です。な

お、複数社の共同での参加はできません。 



 
質問９．電話番号（フリーダイヤル等）やメールアドレスのドメイン等の指定

はございますでしょうか。指定がある場合には、指定の内容をご教示くださ

い。 

回答９． 
 業務委託仕様書２ページ ５ 委託業務の内容（１）の相談受付について、

電話番号やメールアドレスのドメイン等の指定はありません。 
 
質問１０．「オンライン（ホームページ、メール等）により行う」について、既

存環境等の利用ではなく、受託者にて環境を用意する認識で相違ありません

でしょうか。 

回答１０． 
 はい。御認識のとおりです。 
 
質問１１．参加資格要件ですが、共同事業体で参加する場合は、参加企業の内、

1 社が要件を満たせば参加可能となりますでしょうか。 

回答１１． 
 質問回答８に記載のとおりです。 
 
質問１２．相談窓口（無料）を埼玉県内に設置し、相談員を配置することと記

載がありますが、窓口から専門相談員への相談はオンラインで実施しても良

いでしょうか。 

回答１２． 
 業務委託仕様書２ページ ５ 業務委託の内容（１）に記載のとおり、受

託者は、相談窓口（無料）を埼玉県内に設置し、相談員を配置するとなって

おり、窓口には相談員が配置されている必要があります。 
 
質問１３．出張相談・専門家派遣について、現地調査の要望を頂いた際にの交

通費や調査費用等は空き家所有者へ請求することが可能でしょうか。 

回答１３． 
 質問回答４に記載のとおりです。 
 
質問１４．出張相談・専門家派遣について、現地調査以外の要望があった場合、

専門家の派遣場所は 相談窓口設置場所との事ですが、これは所有者の合意

が得られた場合、お電話やオンラインで実施とすることも可能でしょうか。 

回答１４． 
 業務委託仕様書４ページ ５ 委託業務の内容（４）ア（ｂ）に記載のと



おり、派遣場所は原則として相談窓口設置場所となります。 
 
質問１５．相談員及び専門家の派遣は、それぞれ 2 人を限度とありますが、同

一相談者に対して 2 名でしょうか？同一空き家物件に対して 2 名でしょう

か？ 
 （同一空き家物件でも複数の相談者から問合せがある可能性もあるため、確

認となります。） 

回答１５． 
 業務委託仕様書４ページ ５ 委託業務の内容（４）ア（ｄ）の記載につ

いては、同（ｃ）の記載を準用するものとします。同一空き家につきそれぞ

れ２人が限度となります。 
 
質問１６．契約締結後 7 日以内（土曜、日曜、祝日を除く）に相談窓口を設置

すると記載がありますが、貴県で令和 6 年度に予定されている「空き家」に

関する広報・告知のご予定がございましたら、ご教授くださいませ。 

 （例；納税通知書への空き家コーディネーター設置に関する DM 同封等） 
 お問合せ対応の体制を整える為にお伺いしております。 

回答１６． 
 質問回答時点において確定しているものはありません。 
 
質問１７．資格要件や実績について、再委託先が保有している場合でも参加・

記載可能でしょうか。 

回答１７． 
 業務委託仕様書８ページ １２（１）第三者への委託に記載のとおり、原

則として、本委託業務の全部又は一部を第三者に委託することはできません。 
 
質問１８．発注者から参加者へのお知らせ 

回答１８． 
① 
 公示及び説明書に記載の「資格要件」において、内容がわかりづらいため

以下のとおり変更します。 
【変更前】（２）会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益

社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、特定非営利活動促進法、

その他法律に基づき設立された、宅地建物取引その他の不動産取引・賃貸・

管理に関する事業、相続業務又はまちづくりの推進を図る活動を行う法人で

あること。 
【変更後】（２）会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益



社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、特定非営利活動促進法、

その他法律に基づき設立された、宅地建物取引その他の不動産取引・賃貸・

管理に関する事業、相続に関する業務又はまちづくりの推進を図る活動を行

う法人であること。 
② 
 令和６年度「空き家コーディネーター」業務委託の簡易公募型プロポーザ

ルについて、別紙１「資本関係又は人的関係がある者（以下「同族企業」と

いう。）同士の業務委託に係る同一入札への参加を制限する運用基準」を適用

することとします。 
 


